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３
月
・
４
月
は
転
勤
や
進
学
な
ど
で
、
住
所
変
更
が
最
も
多

い
時
期
で
す
。
新
地
町
に
引
っ
越
し
を
し
た
と
き
や
、
町
外
に

引
っ
越
す
と
き
に
は
住
民
登
録
に
か
か
る
転
入
・
転
出
等
の
届

出
が
必
要
で
す
。
忘
れ
ず
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
住
民
登
録
】

　

住
所
を
変
更
し
た
と
き
に
は
、

役
場
へ
住
民
登
録
の
届
出
が
必
要

で
す
。

　

正
し
い
住
所
を
届
け
て
お
か
な

い
と
、
町
に
お
け
る
各
種
行
政
・

福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
な
く

な
る
ば
か
り
で
な
く
、
子
ど
も
の

予
防
接
種
や
入
学
、
選
挙
等
に
ま

で
影
響
が
出
て
き
ま
す
。
下
表
の

届
出
事
項
に
該
当
す
る
方
は
、
必

ず
届
出
期
間
内
に
役
場
町
民
課
に

届
出
て
く
だ
さ
い
。

【
印
鑑
登
録
】

　

印
鑑
登
録
証
明
書
は
、
金
銭
の

貸
し
借
り
や
登
記
な
ど
に
使
わ
れ

る
大
切
な
も
の
で
す
。

　

新
規
で
印
鑑
を
登
録
す
る
場

合
、
病
気
や
仕
事
な
ど
で
本
人
が

お
越
し
に
な
れ
な
い
際
は
、
代
理

で
の
申
請
が
で
き
ま
す
が
、
本
人

（
自
筆
）
の
委
任
状
（
代
理
人
選

任
届
等
）、
代
理
人
の
印
鑑
、
代

理
人
の
身
分
証
明
書
等
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
な
お
、
こ
の
場
合
に

は
登
録
本
人
宛
に
照
会
文
書
を
郵

送
し
て
、
申
請
に
相
違
が
な
い
こ

と
を
確
認
し
ま
す
の
で
、
４
、５

日
程
度
の
日
数
を
要
し
ま
す
。

　

な
お
、
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交

付
を
申
請
す
る
場
合
に
は
、
印
鑑

登
録
証
（
カ
ー
ド
）
を
提
示
し
て

い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
必

ず
忘
れ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

【
本
人
確
認
書
類
が
必
要
で
す
】

　

本
人
に
な
り
す
ま
し
、
転
出
や

転
入
な
ど
の
届
出
を
す
る
こ
と
を

未
然
に
防
ぐ
た
め
に
、
町
で
は
、

住
民
の
異
動
届
出
や
印
鑑
登
録
な

ど
を
さ
れ
る
方
に
身
分
証
明
書
を

提
示
し
て
い
た
だ
き
、
本
人
確
認

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

不
明
な
点
な
ど
あ
り
ま
し
た

ら
、
町
民
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

届
出
を
忘
れ
ず
に

届
出
を
忘
れ
ず
に

住所変更等の届出
届出事項 届出期間 持参するもの

転入届
（新地町に引っ越しを

　　　　　してきたとき）

新地町に住み始めた日から
14 日以内

・転出証明書（前住所地で交付されたもの）
・個人番号カード（保持者のみ）
・本人確認書類（※）
・委任状 ( 本人または世帯主が届出にこれない場合 )

転出届
（町外に引っ越すとき）

転出予定日の 14 日前から当日
まで

・印鑑登録証（登録者のみ）
・国民健康保険証（加入者のみ）
・本人確認書類（※）
・委任状 ( 本人または世帯主が届出にこられない場合 )

転居届
（町内で住所を変えたとき）

住所を移した日から
14 日以内

・個人番号カード（保持者のみ）
・国民健康保険証（加入者のみ）
・本人確認書類（※）
・委任状 ( 本人または世帯主が届出にこられない場合 )

世帯主変更届 変更した日から 14 日以内
・国民健康保険証（加入者のみ）
・本人確認書類（※）
・委任状 ( 本人または世帯主が届出にこられない場合 )

（※）本人確認書類とは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公庁
　　  発行の写真入りの身分証明書（有効期限内のもの）などです。

◎問い合わせ　町民課　町民係（電話：６２－２１１５）
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新
入
学
︵
園
︶

　
児
童
・
園
児
の

　
交
通
事
故
防
止
運
動

　

新
入
学
（
園
）
児
童
・
園
児
の

交
通
事
故
防
止
運
動
が
４
月
６
日

㈭
か
ら
４
月
12
日
㈬
ま
で
の
７
日

間
に
わ
た
り
行
わ
れ
ま
す
。

　

交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
と
正
し
い

交
通
マ
ナ
ー
の
実
践
を
徹
底
し
ま

し
ょ
う
。

運
動
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

あ
ぶ
な
い
よ　

　
　
　

い
そ
ぐ
き
も
ち
に

　
　
　
　
　
　

し
ん
こ
き
ゅ
う

運
動
の
重
点

１　

新
入
学
（
園
）
児
童
・
園
児

　
　

の
交
通
事
故
防
止

２　

全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル

　
　

ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の

　
　

正
し
い
着
用
の
徹
底

３　

道
路
横
断
中
の
交
通
事
故
防

　
　

止

◎
問
い
合
わ
せ

町
民
課　

生
活
環
境
係

☎
６
２
︱
２
１
１
６

令
和
４
年
度

　
新
地
町
歴
史
講
座　
　

　

町
で
は
、
中
世
（
平
安-

戦
国

時
代
）
の
宇
多
郡
（
新
地
・
相

馬
）
の
様
相
に
つ
い
て
、
東
北
福

祉
大
学
名
誉
教
授
の
岡
田
清
一
氏

を
招
き
歴
史
講
座
を
開
催
し
ま

す
。

　

皆
様
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

演
題

境
目
の
地
・
宇
多
郡
の
中
世

　

~
新
地
蓑
首
城
と
駒
ケ
嶺
城
~

開
催
日
時　
３
月
25
日
㈯

13
時
30
分
~
15
時
30
分

開
催
場
所　
町
農
村
環
境
改
善
セ

ン
タ
ー　

大
集
会
室

講
師　
岡
田　

清
一　

氏

（
東
北
福
祉
大
学
名
誉
教
授
）

入
場
料　
無
料

主
催　
新
地
町
郷
土
史
研
究
会

　
　
　

町
教
育
委
員
会

◎
問
い
合
わ
せ

教
育
総
務
課　

総
務
学
校
係

☎
６
２
︱
４
４
７
７

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
夜
間
・
休
日
窓
口
の

　
開
設
に
つ
い
て

　

平
日
の
業
務
時
間
内
の
来
庁
が

難
し
い
方
を
対
象
に
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
夜
間
窓
口
お
よ
び

休
日
窓
口
を
開
設
し
ま
す
の
で
、

是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
夜
間
窓
口
お
よ
び
休
日

窓
口
は
混
雑
を
避
け
る
た
め
に
予

約
制
と
し
ま
す
の
で
、
ご
利
用
の

際
は
事
前
に
ご
予
約
願
い
ま
す
。

夜
間
窓
口
開
設
日

4
月
５
日
㈬
、
12
日
㈬
、

19
日
㈬
、
26
日
㈬
、

17
時
30
分
~
19
時　

※
最
終
受
付
時
間
は
18
時
45
分

　

ま
で

休
日
窓
口
開
設
日

４
月
９
日
㈰　

９
時
~
15
時　

場
所　
役
場
１
階
町
民
課
窓
口

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ

町
民
課　

町
民
係

☎
６
２
︱
２
１
１
５

　
公
共
施
設
維
持
管
理

　
業
務
受
託
者
募
集

　

町
で
は
、
公
共
施
設
の
健
全
な

維
持
管
理
を
図
る
た
め
、
業
務
受

託
者
を
募
集
し
ま
す
。

業
務
内
容　
町
公
共
施
設
の
維
持

管
理
業
務
︻
除
草
、
清
掃
、
ゴ
ミ

拾
い
、
枝
払
い
、
土
砂
払
い
等
︼

※
業
務
に
必
要
な
用
具
、
燃
料
等

は
、
支
給
し
ま
す
。

業
務
体
系

週
２
日
か
ら
５
日
間
程
度

（
１
日
当
た
り
４
~
９
月
:
７
時

間
業
務
・
10
月
~
３
月
:
６
時
間

業
務
）

委
託
料

１
時
間
あ
た
り
１
１
０
０
円

募
集
人
数
　
若
干
名

応
募
資
格　
次
の
す
べ
て
に
あ
て

は
ま
る
方

①
町
内
に
住
所
を
有
す
る
20
歳
以

上
75
歳
未
満
か
つ
健
康
で
責
任
を

も
っ
て
業
務
を
遂
行
で
き
る
方

②
草
刈
機
（
肩
掛
け
、
手
押
し
）

を
使
用
で
き
る
方

③
普
通
自
動
車
第
一
種
免
許
を

持
っ
て
い
る
方

④
草
刈
機
等
を
積
め
る
車
を
所
有

し
て
い
る
方

⑤
契
約
前
ま
で
に
賠
償
責
任
保
険

お
よ
び
、
傷
害
保
険
に
加
入
で
き

る
方

⑥
暴
力
団
や
暴
力
団
員
と
密
接
な

関
係
で
な
い
方

契
約
期
間
　
契
約
日
~
令
和
６
年

３
月
末
ま
で

選
考
方
法
　
書
類
審
査
お
よ
び
面

接
に
よ
り
選
考
し
ま
す
。

申
込
方
法
　
所
定
の
申
込
用
紙
に

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
町
都
市

計
画
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
用
紙
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
、
も
し
く
は
町

都
市
計
画
課
窓
口
に
備
え
つ
け
て

あ
り
ま
す
。

申
込
締
切
日　
４
月
３
日
㈪

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ

都
市
計
画
課　

都
市
計
画
係

☎
６
２
︱
２
１
１
３
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令和５年度畜犬登録および狂犬病予防注射日程表
日　程 9:45~10:15 10:30~10:45 11:05~11:35 13:30~13:45 14:00~14:20 14:40~15:00

５月９日㈫ 勤労青少年
ホーム 鉄炮町公会堂 沢口公会堂 木崎公会堂 作田コミュニ

ティセンター
新地町地区
公会堂

５月 10日㈬ 上真弓公会堂 下真弓公会堂 岡公会堂 上ノ台集会所
雁小屋地区
自治会集会所

杉目公会堂

５月 11日㈭
富倉地区防災
コミュニティ
センター

総合体育館
野球場前
駐車場

小川公会堂 今神公会堂 藤崎公会堂

５月 12日㈮ 菅谷公会堂 高田公会堂 駒ケ嶺公民館 今泉公会堂
大戸浜地区
防災コミュニ
ティセンター

旧役場庁舎
南車庫前

※１　新規に登録する方は、１頭につき６，２５０円（登録料３，０００円、注射料２，７００円、
　　　注射済証交付料５５０円）です。また、登録されている方は、１頭につき３，２５０円 ( 注射料
　　　２，７００円、注射済証交付料５５０円）です。
※２　生後３カ月未満または妊娠中の犬は、狂犬病予防注射を受けられません。
※３　雨天決行になります。
※４　狂犬病ワクチンは一般的に 30日以上経過していれば再度注射しても問題がないとされている
　　　ため令和４年 10月に集合注射を行った犬でも注射が行えます。
◎問い合わせ　町民課　生活環境係（電話：電話：６２－２１１６）

　
令
和
５
年
度

　
固
定
資
産
税

　
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

　

令
和
５
年
度
固
定
資
産
税
縦
覧

帳
簿
の
縦
覧
を
次
の
と
お
り
行
い

ま
す
。

　

こ
れ
は
、
令
和
５
年
度
の
固
定

資
産
税
の
基
礎
と
な
る
も
の
で

す
。
資
産
の
確
認
を
お
願
い
し
ま

す
。

期
間

４
月
３
日
㈪
~
５
月
１
日
㈪

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

８
時
30
分
~
17
時

場
所　
新
地
町
役
場　

税
務
課

◎
問
い
合
わ
せ

税
務
課　

固
定
資
産
係

☎
６
２
︱
２
１
１
９

「環境美化運動」「環境美化運動」にご協力をお願いします
　町内一斉の環境美化運動を以下の日程で実施します。
　道路等に散乱しているごみを一掃し、きれいで住みよい新地町にするために、みなさんのご協
力をお願いします。

日時 ３月26日㈰　６時～７時
※雨天の場合は、５時30分に防災無線でお知らせし、４月２日㈰に延期となります。

◎問い合わせ　町民課　生活環境係　（電話：６２―２１１６）
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応
募
方
法

　

応
募
書
類
を
郵
送
ま
た
は
持
参

に
よ
り
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
応
募

用
紙
等
は
左
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読

み
取
り
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

募
集
期
限

３
月
27
日
㈪

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ

企
画
振
興
課

環
境
未
来
ま
ち
づ
く
り
振
興
係

☎
６
２
︱
２
１
１
２

　
町
復
興
支
援
員
︵
町
観

　
光
協
会
事
務
局
員
︶

　
募
集　
　

　

町
で
は
復
興
支
援
員
（
町
観
光

協
会
事
務
局
員
）
を
次
の
と
お
り

募
集
し
ま
す
。

募
集
人
員

１
名
程
度

選
考
方
法

書
類
審
査
、
面
接

主
な
業
務

　

地
域
観
光
の
復
興
お
よ
び
再
生

へ
の
支
援
業
務
、
観
光
Ｐ
Ｒ
活
動

の
企
画
お
よ
び
実
施
、
観
光
情
報

の
発
信
、
観
光
協
会
経
理
事
務
な

ど　応
募
資
格

20
歳
以
上
65
歳
未
満
で
心
身
共

に
健
康
な
方

　

普
通
自
動
車
運
転
免
許
を
有

し
、
簡
単
な
パ
ソ
コ
ン
の
操
作
が

で
き
る
方

勤
務
場
所

新
地
町
観
光
協
会

勤
務
時
間
　

８
時
30
分
~
17
時
15
分

報
酬

７
︐
４
０
０
円
/
日

総合体育館（アリーナ）利用再開のお知らせ
　令和４年３月16日発生の福島県沖地震により使用不可となっていた総合体育館アリーナについ
て、災害復旧工事が完了しましたので、令和５年３月18日㈯より再開いたしました。
　なお、テニスコートについては復旧工事中のため引き続き使用中止となります。利用再開時期
については改めてお知らせします。
　また、総合体育館の外部周辺については、現在も復旧工事が行われておりますので、来場の際
はご注意下さい。

◎問い合わせ　新地公民館（電話：６２―２０８５）

山火事に注意
春先は空気が乾燥する季節となり、山火

事発生の危険性が高まる時期です。
　緑豊かな森林を守り続けていくため、火
の始末には十分気をつけるなど、皆さまの
ご協力をお願いします。

春季山火事防止強調期間
３月 20 日～４月 20 日

◎問い合わせ 農林水産課　農林水産係
（電話：６２－２１９４）

役場庁舎修繕作業に伴う防災
行政無線の一時停止について
令和４年福島県沖地震による被害を受けた役

場庁舎修繕作業に伴い、一時的に防災行政無線
を停止します。なお、修繕作業中における緊急
放送は、町ホームページ、緊急速報メール、テ
レビやラジオ等で発信します。ご理解とご協力
をお願いします。

一時停止日時　３月 31日㈮　10時～ 11時
　　　　　　　　　　　　　　14時～ 15時

◎問い合わせ
総務課　総務係　（電話：６２－２１１１）

ホームページ
はこちらから
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火災多発警報発令！！

今年に入り相馬広域管内では 13件の火災が発生し、そのうち枯草等の焼却行為などから発生し

た火災は10件になります。新地町内では火災が３件発生し、既に昨年の火災発生件数に並んでおり、

被害額は昨年を上回っています。

　この時期は空気が乾燥し風も強く、火災が発生しやすい環境となっています。

　また、森林周辺での火入れ等条例で認められる焼却行為については、町に届出を行い、実施する

日程を新地分署への連絡をお願いしております。皆さまの安心安全な生活を守るため重ねてご協力

をお願いいたします。

◎問い合わせ　相馬消防署新地分署　予防係　（電話：６２ー２１１７）



自家消費野菜等の放射性物質測定結果について
２月測定分

２月の放射性物質測定の申込はありませんでした。

　※町では自家消費野菜等の放射性物質測定を
　　行っています。検査を希望される方は事前
　　の予約が必要となりますので、問い合わせ
　　先へ連絡ください。
持込方法

・検査物は 500g 以上必要です。
・検査物を細かくする（みじん切り）

◎予約・問い合わせ
　農林水産課　農林水産係
　（電話：６２―２１９４）

農作物等被害対策によるイノシシ捕獲数について

捕獲数（頭）

２月捕獲数 ５

令和４年度累計捕獲数 36

　町では、農作物等鳥獣被害対策として、イノ
シシの捕獲活動を実施しています。有害鳥獣捕
獲隊の活動にご理解ご協力をお願いいたします。
　また、事故防止のため、捕獲用の箱罠等には
近づかないようにお願いします。

◎問い合わせ　農林水産課　農林水産係
（電話：６２―２１９４）

交通事故相談
   ４月６日㈭

９時～ 17 時　役場１０１相談室

行政相談
４月 10 日㈪　

９時 30 分～ 11 時 30 分　保健センター

心配ごと相談
４月３日㈪ ・10 日㈪ ・20 日㈭

９時 30 分～ 11 時 30 分 　保健センター

無料法律相談所（電話相談）
　町では、弁護士による電話無料法律相談所を
開設します。相談は無料ですが電話相談の方法
によっては、通話料をご負担いただく場合があ
ります。
　また、事前の予約が必要となりますので、問
い合わせ先へご連絡ください。
開設日　４月 18 日㈫
場所・時間　役場１０１相談室　14 時～ 16 時
相談員　福島県弁護士会相馬支部所属弁護士
相談内容 生活に関する悩みや、消費生活に関すること

◎予約・問い合わせ
町民課　生活環境係（電話：６２―２１１６）
福島県弁護士会相馬支部（電話：３６―４７８９）

４月

休日在宅当番医
   ２日㈰　やまぐち小児科医院

（相馬市）　☎３７- ８８１５
   ９日㈰　桜ヶ丘さいとう整形外科

（相馬市）　☎３５- １３３３
 16 日㈰　すぎやまこどもクリニック

（相馬市）　☎２６- ５１１１
23 日㈰　ふなばし内科クリニック

（相馬市）　☎３５- １５００
29 日㈯　浜通りふれあい診療所

（相馬市）　☎２６- ７１００
30 日㈰　大石医院

（相馬市）　☎３５- ３４５１
  
診療時間　９時～ 16 時

休日在宅当番歯科医
   ２日㈰　羽生歯科医院

（原町区）　☎２３- ３２１４
   ９日㈰　ヒロシ歯科クリニック

（相馬市）　☎３５- ０５６７
16 日㈰　廣瀬歯科医院

（原町区）　☎２３- ２２０７
23 日㈰　渡辺病院（歯科）

（新地町）　☎６３- ２１４１
 29 日㈯　八巻歯科医院

（相馬市）　☎３５- ３０６１
 30 日㈰　菅野歯科医院

（相馬市）　☎３６- １５２５

   診療時間　９時～ 16 時

近づかないようにお願いします。

◎問い合わせ　農林水産課　農林水産係


